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第１章 計画の基本的事項 

 

第１節 計画策定の目的 

 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10 年法律第 117 号。平成 30 年 12 月改正。）

では、都道府県及び市町村に対し、自らの事務及び事業に伴い発生する温室効果ガスの排

出削減等の計画を策定し、計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するため

に実施する措置の内容を定めることとしています。 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、本市の事務及び事業に関す

る温室効果ガスの排出量の抑制等のための実行計画（地球温暖化防止実行計画）を策定す

るものです。 

本市が実施する事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出削減による環境の保全に関す

る取組を自らが事業者・消費者として実施し、環境への負荷低減を図ります。 

また、本市が率先して温室効果ガスの排出抑制に取り組むことで、市民や事業者に対す

る啓発や情報提供、助言など、市域の温暖化防止対策の推進に貢献することを目的としま

す。 

 

 

第２節 計画の期間及び基準年度 

 

１．計画の期間 

2020 年度（令和 2 年度）から 2030 年度までの 11 ヵ年間とします。 

 

２．基準年度 

2012 年度（平成 24 年度）とします。 

 

 

第３節 計画の対象範囲 

 

本計画の対象範囲は、市が実施している全ての事務・事業（他者に委託するなどしてい

るものを除く。）及び市が管理する市庁舎のほか公民館などの全ての施設とします。ただし、

個人の生活に係る施設（公営住宅等）及び区・自治会に管理・運営を委託している施設（市

営霊園を除く。）は対象外とします。 

対象とする組織・施設は表-1 のとおりです。 
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表-1 計画の対象とする組織・施設 
 
部 集計部署 組織・施設 部 集計部署 組織・施設 

危機管

理監 

危機管理室 危機管理室 

環
境
経
済
部 

環境政策課 環境政策課 

 防災備蓄倉庫・防災センター 

 

 市営霊園 

 防災行政無線  四街道駅前公衆トイレ 

経
営
企
画
部 

政策推進課 政策推進課  曝気処理装置・大気測定局 

秘書課 秘書課 廃棄物対策課 廃棄物対策課 

財政課 財政課  温室園芸施設 

管財課 管財課 産業振興課 産業振興課 

 市役所庁舎  消費生活センター 

 市役所第二庁舎  市民農園 

 文化センター クリーンセンター クリーンセンター 

 四街道駅橋上駅舎自由通路 

都
市
部 

都市計画課 都市計画課 

 物井駅橋上駅舎自由通路  公園 

 大土手山  市民の森・たろやまの郷 

 こども広場 土木課 土木課 

 旧有線放送施設  駐輪・駐車場 

契約課 契約課  駅前広場 

情報推進課 情報推進課  雨水排水ポンプ 

総
務
部 

総務課 総務課 市街地整備課 
 
 

 

市街地整備課 

 文書保管庫 建築課 

 
 
 

建築課 

自治振興課 自治振興課 

上
下
水
道
部 

経営業務課 経営業務課 

 鹿放ヶ丘ふれあいセンター  市企業庁舎 

 安全安心ステーション 水道課 水道課 

 防犯ボックス  浄水場 

 防犯灯  井戸・監視装置 

人事課 人事課 下水道課 下水道課 

 旧職員住宅  下水道施設 

課税課 課税課 会計課 会計課 

収税課 収税課 議会事務局 議会事務局 

窓口サービス課 窓口サービス課 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 

 四街道駅市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 監査委員事務局 監査委員事務局 

 鷹の台市民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ 農業委員会事務局 農業委員会事務局 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
部 

社会福祉課 社会福祉課 

教
育
部 

教育総務課 教育総務課 

 総合福祉センター  小学校・中学校 

 南部総合福祉センターわろうべの里 学務課 学務課 

 千代田中学校地区地域福祉館 指導課 指導課 

 国民保養センター鹿島荘  共同調理場 

 屋根付多目的運動場  教育サポート室 

高齢者支援課 高齢者支援課  学校教育相談室ルームよつば 

障害者支援課 障害者支援課 社会教育課 社会教育課 

 第一福祉作業所  市民ギャラリー 

 第二福祉作業所  公民館 

 児童デイサービスセンター  みそら文化財整理室 

 旧サンワーク  歴史民俗資料室 

健
康

こ
ど
も

部 

子育て支援課 子育て支援課  八木原小旧プレハブ校舎 

 児童遊園 スポーツ青少年課 スポーツ青少年課 

保育課 保育課  武道館 

 中央保育所  総合公園体育館・運動場・野球場 

 千代田保育所  温水プール 

 中央保育所分園  鹿放ヶ丘多目的ｽﾎﾟｰﾂ広場 

 こどもルーム 図書館 図書館 

健康増進課 健康増進課 青少年育成センター 青少年育成センター 

 保健センター 

消
防
本
部 

総務課 総務課 

 休日夜間急病診療所  消防本部・署 

国保年金課 国保年金課  消防団分団詰所・消防資料倉庫 

   予防課 

防課 

予防課 

防課    警防課 警防課 

   消防署 消防署・千代田分署・旭分署 

 



 

 3 

 

第４節 計画の対象とする温室効果ガスの種類 

 

本計画が対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律第 2 条第 3

項において規定されている 7 種のうち、三ふっ化窒素を除いた 6 種とします。なお、本

計画では温室効果ガス排出量はすべて二酸化炭素換算値として記載しています。 

 

表-2 計画の対象とする温室効果ガスの種類 

ガスの種類 人為的な発生源 

二酸化炭素 

（CO2） 

エネルギー起源 電気の使用や暖房用灯油、自動車用ガソリン等の使
用により排出される。排出量が多いため、京都議定
書により対象とされる 6 種類の温室効果ガスの中
では温室効果への寄与が最も大きい。 

非エネルギー起源 廃プラスチック類の焼却等により排出される。 

メタン 

（CH4） 

自動車の走行や、燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却、廃棄物の埋立等によ
り排出される。二酸化炭素と比べると重量あたり約 25 倍の温室効果があ
る。 

一酸化二窒素 

（N2O） 

自動車の走行や、燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却等により排出される。
二酸化炭素と比べると重量あたり約 298 倍の温室効果がある。 

ハイドロフル
オロカーボン 

（HFC） 

カーエアコンの使用・廃棄時等に排出される。二酸化炭素と比べると重
量あたり約 12～14,800 倍の温室効果がある。 

パーフルオロ
カーボン 

（PFC） 

半導体の製造、溶剤等に使用され、製品の製造・使用・廃棄時等に排出
される。二酸化炭素と比べると重量あたり約 7,390～17,340 倍の温室効
果がある。 

六ふっ化硫黄 

（SF6） 

電気設備の電気絶縁ガス、半導体の製造等に使用され、製品の製造・使
用・廃棄時等に排出される。二酸化炭素と比べると重量あたり約 22,800

倍の温室効果がある。 

参考資料：地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・改訂の手引き（平成 26 年 3 月 環境省） 
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第５節 計画の基本方針 

 

１．エネルギー使用の無駄をなくす 

市役所からの温室効果ガス排出の削減のために、電気やガソリン、灯油などの燃料

の使用の無駄をなくしていきます。 

 

２．一人ひとりが積極的に取り組む 

市役所からの温室効果ガスの排出の削減を含め、環境負荷の低減のために全庁が一

丸となり、職員一人ひとりが日常の業務において、常に環境に配慮した行動を意識し、

その行動に積極的に取り組んでいきます。 

 

３．費用対効果を考慮して取り組む 

市役所からの温室効果ガスの排出の削減のために、省エネルギー型の設備や燃料消

費量が少ない製品の導入に際しては、費用対効果を考慮して取り組んでいきます。 
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第２章 目 標 

 

第１節 基準年度の要因別排出状況 

 

基準年度（2012 年度）の温室効果ガス排出量は 21,112 t-CO2（二酸化炭素換算）でし

た。 

その内訳を図-1 に示します。本市の温室効果ガス排出量は電気の使用によるものが最

も多く、全体の 46.18%を占めていました。次いで、廃棄物の焼却（42.16%）、都市ガス

の使用（6.10%）の順でした。 

 

要因 t-CO2

ガソリン 186.7

灯油 148.6

軽油 83.6

A重油 624.1

LPG 59.0

都市ガス 1,288.4

電気使用 9,750.5

肥料 0.1

廃棄物焼却 8,900.9

浄化槽 14.0

カーエアコン 2.2

消火器 54.1

合計 21,112  

 

 

 

※上記排出量には、市民から出された一般廃棄物の焼却によるものを含む。 

※温室効果ガス排出量（CO2換算）の詳細は資料編参照 

 

図-1 温室効果ガス排出量の内訳 

 

 

 

 

第２節 削減目標 

 

削減目標は表-3 及び図-2 に示すとおりです。基準年度である 2012 年度の温室効果ガ

ス排出量（21,112t-CO2）に対して、2030 年度までに 48.5%以上の削減を目指します。

その根拠は次のとおりです。 
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国が策定した地球温暖化対策計画（令和 3 年 10 月閣議決定）では、エネルギー起源二

酸化炭素のうち、地方公共団体の事務事業が属する「業務その他部門」の目標値を 51%

削減、車両の走行に係る「運輸部門」の目標値を 35%削減としています。また、非エネ

ルギー起源二酸化炭素である「廃棄物焼却量の削減」については、同計画の参考資料の

中で、対策評価指標が 2013 年度（同計画の基準年度）は 515 万 t、2030 年度（同計画

の目標年度）は 278 万 t となっており、削減目標率は約 46%です。 

この数値を準用し、基準年度の要因別排出量（図-1 参照）に対して、廃棄物焼却につ

いては 46%、ガソリン及び軽油については 35%、その他の燃料及び電気については 51%

を削減した場合、全体では約 48.5%の削減になります。 

 

 

表-3 温室効果ガスの削減目標 

区 分 
基準年度排出量 

（2012 年度） 
削減目標 

目標年度排出量 

（2030 年度） 

二酸化炭素（CO2） 21,112 t-CO2 48.5 % 以上 10,872 t-CO2 以下 

 

 

 

図-2 温室効果ガス（CO2換算）の基準年度から目標年度までの削減イメージ図 
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第３章 具体的な取組 

 

計画の目標達成にむけた具体的な取組内容は、「地球温暖化対策の推進に関する法律に

基づく地方公共団体の事務及び事業に係る実行計画策定マニュアル」に定められた取組

内容及び第２次四街道市環境基本計画の施策の内容に沿って次のとおり定めました。 

 

 

第１節 エネルギーの使用に係る取組 

項 目 取 組 内 容 

電気の使用 【空調設備】 

・クールビズ、ウォームビズを励行し、冷房中の室温は 28℃程度、暖房

中の室温は 20℃程度に保つ。 

・ブラインド、カーテンの利用により、温度調節を実施する。 

・空調使用時は、窓や出入口をできる限り開放しない。 

・定期的な清掃を実施する。 
 

【照明】 

・業務に支障がない範囲で室内の蛍光灯の本数を削減する。 

・施設等の照明の点灯箇所、時間を削減する。 

・昼休みや残業時には必要な箇所のみ点灯する。 

・室内とデスクでの照明の使い分けを行う。 

・トイレ、廊下及び階段などに自然光を取り入れる工夫をする。 

・LED 化など省エネルギー型の製品の採用を進める。 
 

【OA 機器】 

・パソコンなどの OA 機器は自動パワーオフの設定をする。 

・コピー機は使用後に節電、待機モードに切り替える。 

・長時間使用しない機器は電源を切る。 

・昼休みは必要な機器以外の電源を切る。 
 

【契約】 

・電力調達契約に際しては、環境に配慮した電力事業者と契約を締結す

るよう努める。 

燃料の使用 【公用車の燃料：ガソリン・軽油】 

・公用車利用の際は相乗りを励行する。 

・近距離の自動車利用を抑制する。 

・不要物の積載、急発進・急加速を行わないなど、環境にやさしい運転

（エコドライブ）を励行する。 

・公用車利用の際は、最短ルートや渋滞の少ないルートを選定する。 
 

【公用車以外の燃料：灯油、軽油、A 重油、LP ガス、都市ガス】 

・暖房温度は 20℃、冷房温度は 28℃を目安に設定し、クールビズ、 

ウォームビズを励行する。（再掲） 

・ブラインド、カーテンの利用により、温度調節を実施する。（再掲） 

・ガス湯沸し器の給湯温度を適切に調節し、ガスを効率的に使用する。 
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第２節 廃棄物に係る取組 

項 目 取 組 内 容 

減量化 ・商品を購入する際は、なるべく袋・包装紙をもらわないようにすると

ともに、外部からのごみの持込を抑制する。 

資源化 ・資源回収ボックスを設置し、分別収集を実施する。 

・金属針を使わない紙留め器の使用や、廃棄文書のホチキス針、クリッ

プの取外しを徹底し、リサイクルを推進する。 

・工事請負者への分別排出の徹底を指示し、排出した建設廃棄物の処理

状況の確認を徹底する。 

代替フロンを含む

機器の廃棄 

・エアコン、カーエアコン、冷蔵庫の廃棄時に、業者に代替フロンの適

正な回収・処理の励行を要請する。 

廃棄物焼却 ・市民に対してごみの減量化及び分別を啓発する。 

 

第３節 物品の購入・使用に係る取組 

項 目 取 組 内 容 

用紙類 【コピー用紙】 

・原則として古紙配合率が高い製品を使用する。 

・裏紙の利用や両面印刷の励行、縮小機能の利用、ミスコピーの防止な

どにより、印刷枚数の削減を図る。 

・要約版、概要版の作成・利用を励行し、資料の枚数を削減する。 

・資料は印刷前に必要部数の確認を行うなど、部数の適正化を行う。 

・資料等のペーパーレス化（スライドショーの活用）を励行する。 

・回覧物のペーパーレス化（電子回覧の活用）を励行する。 
 

【トイレットペーパー】 

・トイレットペーパーは古紙配合率 100%の製品を採用する。 

文具・事務機器 【紙製品】 

・再生紙が使用されている製品を選ぶ。 

・間伐材、未利用繊維などから作られた製品を選ぶ。 

・封筒やファイル類などの用紙・事務用品は、再利用に努める。 
 

【その他の文具・事務機器】 

・廃プラスチックなど再生された原料から作られた製品を選ぶ。 

・ダストブロアーなどは非フロン系エアゾール製品を選ぶ。 

・事務用品の回収箱を設置する。 

・遊休物品を登録し、有効に利用する。 

・ボールペン、糊、液体石鹸などは、詰め替え可能な製品を選ぶ。 

・リターナブル容器が使用されている製品を選ぶ。 

・保守・修理サービス期間の長い製品を選ぶ。 

電気製品 ・OA 機器などの購入にあたっては、エネルギー消費効率の高い製品 

（国際エネルギースタープログラム基準適合製品など）を選ぶ。 

公用車 ・LCA※1による環境影響を考慮したうえで、電動車※2やアイドリングス

トップ機能のある車両を採用する。 

※1 LCA（ライフサイクルアセスメント）：原材料の取得から、輸送、部品の製造、本体の製造、使用、

保守（部品交換）、廃棄及びリサイクルまで、製品等のライフサイクル全体おける環境負荷を定量的に

評価する方法 

※2 電動車：電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車及びハイブリッド自動車 
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第４節 水の使用に係る取組 

項 目 取 組 内 容 

節水 ・水を流す量を減らすなど、日常的な節水を励行する。 

・張り紙等により節水を呼びかける。 

・節水コマや感知式浄水弁、自動水栓など節水器具を導入する。 

・節水フラッシュバルブなどの使用により、トイレ用水の水量調整を推

進する。 

・水道管の水漏れ点検を徹底する。 

再利用 ・排水再利用施設を導入する。 

・小規模雨水利用施設を設置し、雨水を有効利用する。 

 

第５節 施設の工事や維持に係る取組 

項 目 取 組 内 容 

設備の導入 ・灯油、軽油、A 重油、LP ガス、都市ガスを使用する設備について、温

室効果ガス排出量の少ない設備への改修を実施する。 

緑化等 ・施設の周辺や屋上の緑化により冷暖房などの利用を軽減し、省エネを

推進する。 

委託業者への 

協力要請 

・市の事業を委託する事業者に対して、省エネや省資源化についての理

解や協力を求める。 

自然エネルギーの

導入 

・太陽光発電や風力発電など、自然エネルギーを利用した外灯、野外時

計などの設備を導入する。 

・公共施設の屋根等に太陽光発電設備を設置する。 

代替フロンを含む

機器の維持管理 

・代替フロン冷媒を使用した機器の定期的な点検を徹底する。 
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第６節 取組目標 

 

目標年度における取組別の目標値を表-4 に示します。 

 

表-4 取組別の数値目標 

取  組 単位 削減割合 
使用量等 

基準年度 目標年度 

電
気 

使用量を削減する kWh 14% 18,572,414 15,972,276 

排出係数※1 の小さい電力会

社と契約する 

kg-CO2 

/kWh 
43% 0.525 0.3 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

使用量を削減

する 

ガソリン L 35% 78,635 51,112 

灯油 L 51% 59,458 29,134 

軽油 L 35% 32,205 20,933 

A 重油 L 51% 229,653 112,529 

LP ガス kg 51% 19,633 9,620 

都市ガス m3 51% 595,590 291,839 

廃
棄
物 

焼却量を削減する t 12% 23,920 21,050 

焼却する廃棄物中のプラス

チック比率※2を削減する 
% 50% 18.8 9.4 

紙 
使用量※3を削減する 枚 48.5% 16,833,156 8,669,075 

古紙使用率※4 の高い紙を購

入する 
% 25%増加 75 100 

水 使用量を削減する m3 48.5% 209,702 107,996 

※1電気の使用によって排出される二酸化炭素の量は、電力会社の排出係数に依存する。 

※2一般廃棄物の焼却によって排出される二酸化炭素の量は、焼却するプラスチックの量に依存する。 

※3紙使用量は、バージン紙と再生紙の合計を A4 版換算したもので、トイレットペーパーは含まない。 

※4古紙使用率(%)＝(再生紙使用量×古紙配合率)／紙使用量×100 
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第４章 計画の推進体制と進行管理 

 

第１節 推進体制と各組織の役割 

 

本計画は、四街道市地球温暖化防止実行計画推進委員会が中心となり、推進・進行管

理を行います。推進体制を図-3 に、各組織の主な役割を表-5 に示します。 

 

　推進委員会

市　長

推進委員長
（環境経済部長）

推進委員
（政策調整担当者・危機管理室長
・上下水道部経営業務課長）

推進管理者
（各課等から１名）

各課等の職員
各施設の使用者・
管理受託業者等

事務局
（環境政策課）

 

 

図-3 推進体制 

 

 

表-5 各組織の主な役割 

組織・役職 主な役割・責任 

市 長 
・目標の承認 

・地球温暖化防止実行計画の決定 

推進委員会 

（推進委員長：環境経済部長 

推進委員：政策調整担当者等） 

・実施状況の確認、評価 

・地球温暖化防止実行計画の見直し 

推進管理者（各課等から１名） 

・地球温暖化防止実行計画の職員への周知、取組の推進 

・各施設の使用者、管理受託業者等への取組の周知、要請 

・実施状況の点検、評価 

各課等の職員（全職員） ・取組内容の実施 

事務局（環境政策課） 
・地球温暖化防止実行計画の推進に関する調査、検討 

・評価結果の公表 
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第２節 進行管理方法 

 

本計画の取組を着実に推進するため、図-4 に示す PDCA サイクルを基本とした進行管

理を行い、１年ごとに点検・評価とその結果の公表を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理方法 

 

１．計画の点検・評価方法 

計画の実施状況を把握するため、計画の点検、評価を毎年実施します。 

 

①推進管理者は、取組の状況及び温室効果ガス排出量等を毎年点検・評価し、推進

委員に報告します。 

②推進委員は、各推進管理者から報告された実施状況を取りまとめ、推進委員会に

報告します。 

③推進委員会は、各推進委員からの報告を確認し、評価します。 

推進委員長は、推進委員会で取りまとめた実施状況及びその評価を市長に報告し

ます。 

 

２．計画の見直し 

推進委員会は、計画の実施状況の点検・評価の結果を検討し、必要に応じて目標や

取組内容の見直しを行います。 

計画を見直した場合は、推進委員長が市長に報告し、承認を得ます。 

 

３．点検・評価結果の公表 

事務局は、計画の実施状況及び点検・評価の結果等をホームページ等で公表します。 

 

公表 

目標・計画の策定 取組の実行 点検・評価 計画の見直し 

計画の策定、数値
目標の設定 

 

 

Plan 

各課・施設におけ
る取組 

 

 

Do 

各課・施設の取組
と温室効果ガス

の排出状況に対
する点検・評価 

Check 

点検・評価を踏ま
えた見直し 

 

 

Action 
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基準年度（2012年度）温室効果ガスの現況把握調査結果 

第１節 市全体調査結果 

①温室効果ガスの排出に直接的に寄与する項目 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ガソリン（公用車） L 5,624.8 6,586.5 6,231.0 7,169.7 8,790.6 5,752.1 6,867.0 6,342.1 5,493.3 5,433.2 5,890.1 6,304.1 40.0 76,524.5
ガソリン（公用車以外） L 16.0 297.5 294.6 215.8 223.6 200.5 295.2 163.8 70.0 89.6 20.0 224.3 0.0 2,110.8
灯油 L 594.0 231.0 2,720.0 2,054.0 5,187.0 3,762.0 1,739.0 2,213.0 10,716.4 12,389.0 13,135.1 4,717.3 0.0 59,457.8
軽油（公用車） L 1,663.7 2,922.4 2,621.6 2,841.8 3,045.7 2,757.1 2,624.0 2,785.0 3,155.9 3,201.6 2,465.6 2,063.0 0.0 32,147.4
軽油（公用車以外） L 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 18.0 0.0 0.0 57.8
A重油 L 17,340.0 23,843.0 10,198.0 12,610.0 21,990.0 17,717.0 19,767.0 13,900.0 20,220.0 25,418.0 27,300.0 19,350.0 0.0 229,653.0
液化石油ガス(LPG)
（公用車）

kg 0.0 390.0 195.0 270.0 165.0 0.0 375.0 0.0 225.0 225.0 390.0 0.0 0.0 2,235.0

液化石油ガス(LPG)
（公用車以外）

kg 910.4 1,566.7 1,566.5 1,397.1 168.3 717.6 1,463.2 1,654.5 2,041.3 1,476.7 2,251.4 2,184.6 0.0 17,398.5

都市ガス m3 47,117.0 27,697.0 26,818.0 43,178.0 65,047.0 66,299.0 46,042.0 25,809.0 60,186.0 67,727.0 62,897.0 56,773.0 0.0 595,590.0
東京電力 kWh 1,382,833.5 1,331,240.7 1,321,102.1 1,383,061.9 1,580,417.9 1,468,147.3 1,455,015.4 1,346,496.5 1,384,588.7 1,423,939.3 1,438,140.3 1,389,380.6 1,668,050.0 18,572,414.1
廃プラスチック類(合成
繊維の廃棄物に限る)

t 41.1 62.2 61.7 60.0 63.8 51.2 61.7 56.5 61.3 53.6 52.7 51.2 0.0 677.0

廃プラスチック類(合成
繊維の廃棄物を除く)

t 146.8 182.9 223.1 163.9 290.9 191.4 180.2 206.0 188.4 412.1 168.9 157.9 0.0 2,512.6

連続燃焼式焼却施設 t 1,451.4 2,197.3 2,180.5 2,121.2 2,254.8 1,810.2 2,179.2 1,995.1 2,164.6 1,892.3 1,863.7 1,809.3 0.0 23,919.6
軽油 L 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 18.0 0.0 0.0 57.8
A重油 L 7,340.0 12,843.0 4,198.0 6,610.0 11,990.0 14,717.0 8,767.0 2,900.0 2,220.0 7,418.0 1,300.0 6,050.0 0.0 86,353.0

都市ガス Nm3 2,745.3 219.5 101.5 2,457.1 7,802.7 8,431.3 2,512.3 453.5 4,739.3 6,813.5 6,626.9 5,061.3 0.0 47,964.2

灯油 L 594.0 231.0 320.0 354.0 387.0 462.0 239.0 1,413.0 8,216.4 10,789.0 9,135.1 3,817.3 0.0 35,957.8
液化石油ガス(LPG) kg 910.4 1,566.7 1,566.5 1,397.1 168.3 717.6 1,463.2 1,654.5 2,041.3 1,476.7 2,251.4 2,184.6 0.0 17,398.5
都市ガス Nm3 9,834.4 11,732.6 10,872.9 10,334.3 3,557.6 4,581.6 10,013.3 11,874.8 14,401.5 12,355.4 15,576.4 15,143.2 0.0 130,278.1

ガソリン・
LPG

乗用車 km 7,956.0 10,328.0 7,731.0 8,957.0 6,987.0 6,221.0 8,993.0 9,070.0 6,458.0 7,461.0 8,356.0 7,311.0 0.0 95,829.0

軽乗用車 km 2,838.0 2,846.0 3,104.0 3,103.0 2,894.0 2,513.0 3,271.0 2,978.0 2,680.0 2,440.0 2,857.0 2,788.0 0.0 34,312.0
普通貨物車 km 1,511.0 1,575.0 1,543.0 1,358.0 1,237.0 1,017.0 1,096.0 1,026.0 1,237.0 1,108.0 1,031.0 1,168.0 0.0 14,907.0
小型貨物車 km 11,554.0 12,489.0 12,425.0 13,167.0 11,887.0 11,396.0 11,068.0 11,181.0 9,029.0 8,593.0 9,247.0 9,922.0 2,192.0 134,150.0
軽貨物車 km 12,090.0 13,910.0 13,320.0 14,606.0 15,506.0 13,169.0 15,378.0 14,911.0 13,698.0 11,743.0 12,321.0 12,701.0 0.0 163,353.0
特殊用途車 km 5,492.0 5,559.0 6,603.8 6,340.0 5,592.7 4,984.2 7,375.0 5,795.0 5,770.0 6,262.0 6,119.0 6,938.0 0.0 72,830.7
バス km 198.0 1,011.0 643.0 1,221.0 1,443.0 686.0 967.0 1,141.0 167.0 542.0 1,342.0 377.0 0.0 9,738.0
小型貨物車 km 3,402.0 4,302.0 3,735.0 3,632.0 4,043.0 3,770.0 3,455.0 3,358.0 2,925.0 2,482.0 2,511.0 2,689.0 0.0 40,304.0
特殊用途車 km 2,026.0 2,955.0 2,729.0 3,164.0 2,354.0 2,818.0 2,628.0 3,439.0 5,642.0 4,259.0 2,453.0 2,552.0 0.0 37,019.0

野菜 t 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04

浄化槽によるし尿及び
雑排水の処理

人 - - - - - - - - - - - - 650.0 650.0

使用時 台 - - - - - - - - - - - - 151.4 151.4

消火器 kg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0

2012年度
単位

月別 年計
入力

合計
　　　　　　　　　　　　　　【調査項目】

燃料の燃焼

電気の使用

一般廃棄物の焼却

家庭用機器
における燃料の使用

自
動
車
の
走
行

ガソリン

ディーゼル

ディーゼル機関
における燃料の使用

ガス機関またはガソリン
機関における燃料の使用

自動車用
エアコンディショナー

農作物の栽培に
使用された肥料

浄化槽によるし尿及び
雑排水の処理

噴霧器・消火器の
使用又は廃棄  
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②温室効果ガスの排出に間接的に寄与する項目 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

㎥ 17,371 13,235 18,946 22,786 23,525 17,606 19,275 15,419 19,427 13,086 16,258 12,768 209,702

バージン紙　Ａ４ 枚 96,375 173,375 388,375 96,925 40,875 199,375 202,475 232,875 237,375 132,375 189,375 100,511 34,000 2,124,286

バージン紙　Ａ３ 枚 4,000 0 2,500 0 0 6,500 500 0 2,500 200 4,500 0 0 20,700

バージン紙　Ｂ５ 枚 1,000 0 0 0 0 0 15,000 1,000 0 0 10,000 1,000 0 28,000

バージン紙　Ｂ４ 枚 12,010 9,590 17,090 2,090 14,590 14,590 17,090 22,090 14,590 12,090 14,590 9,590 0 160,000

バージン紙　Ａ０ 枚 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6

バージン紙　Ａ１ 枚 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.0 3

再生紙　Ａ４（80％） 枚 100,000 552,500 780,000 482,500 400,000 527,500 577,500 542,500 350,000 480,000 617,500 825,000 0.0 6,235,000

再生紙　Ａ４（70％） 枚 24,000 48,300 34,500 64,800 0 58,000 64,000 24,000 24,000 47,500 47,500 52,500 0.0 489,100

再生紙　Ａ４（40％） 枚 2,500 0 0 2,500 0 15,000 0 0 0 0 17,500 0 0.0 37,500

再生紙　Ａ４（30％以下） 枚 47,700 10,700 5,700 5,200 8,700 9,200 34,200 20,700 13,200 16,200 9,700 27,300 0.0 208,500

再生紙　Ａ４（１00％） 枚 100,000 560,000 780,000 482,500 407,500 515,000 572,500 558,000 360,000 460,000 632,500 837,500 0.0 6,265,500

再生紙　Ｂ４（80％） 枚 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 5,000 0 7,500 5,000 125,000 0.0 157,500

再生紙　Ｂ４（40％） 枚 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2,500

再生紙　Ｂ４（100％） 枚 0 0 0 0 0 7,500 0 0 7,500 0 0 0 0.0 15,000

再生紙　Ａ３（80％） 枚 22,500 3,000 30,000 3,000 32,500 3,000 7,000 33,000 5,000 3,000 30,000 75,000 0.0 247,000

再生紙　Ａ３（40％） 枚 0 0 1,500 1,500 0 3,000 0 0 0 0 6,000 0 0.0 12,000

再生紙　Ａ３（30％以下） 枚 6,000 3,500 18,500 1,500 0 0 5,000 0 0 3,000 0 0 0.0 37,500

再生紙　Ａ３（100％） 枚 0 4,500 0 0 0 4,500 0 3,000 2,000 0 0 3,000 0.0 17,000

再生紙　Ｂ５（80％） 枚 0 5,000 50,000 5,000 0 0 5,000 30,000 0 7,500 5,000 250,000 0.0 357,500

再生紙　Ｂ５（40％） 枚 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 5,000

再生紙　Ｂ５（30％以下） 枚 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 0.0 2,500

再生紙　Ｂ５（100％） 枚 0 0 0 5,000 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0.0 10,000

トイレットペーパー 巻 3,796 4,186 4,354 5,871 2,178 3,301 3,902 3,519 4,013 4,104 5,814 4,750 850 50,638

合計

【調査項目】

水の使用量

2012年度
単位

月別
年計のみ

紙の使用量
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第２節 主要施設別調査結果 

 

 

主要施設の分類 

 

主要施設 課・室・施設名 主要施設 課・室・施設名 主要施設 課・室・施設名 

本庁舎 

危機管理室 文化センター 文化センター 

教育部施設 

千代田公民館 

政策推進課 
企業庁舎 

業務課 旭公民館 

秘書広報課 工務課 図書館 

財政課 クリーンセンター クリーンセンター 青少年育成センター 

管財課 

水道施設 

第 1～第 3 浄水場 学校教育相談室ルームよつば 

契約課 井戸 

消防施設 

総務課 

情報推進課 監視装置 予防課 

総務課 

保育所等 

栗山小ルーム 警防課 

自治振興課 和良比小ルーム 消防署 

行革推進課 八木原小ルーム 消防本部・署 

人事課 四和小ルーム 千代田分署 

課税課 四街道小ルーム 旭分署 

収税課 山梨小ルーム 消防資料倉庫 

窓口サービス課 中央小ルーム 消防団分団詰所 

福祉政策課 吉岡小ルーム 

その他の施設 

旭備蓄倉庫 

総合福祉センター 大日小ルーム 四街道備蓄倉庫 

生活支援課 旭小ルーム 千代田備蓄倉庫 

高齢者支援課 南小ルーム 四街道駅橋上駅舎自由通路 

障害者支援課 中央保育所 物井駅橋上駅舎自由通路 

こども保育課 中央保育所分園 大土手山 

家庭支援課 千代田保育所 四街道駅市民窓口 

健康増進課 

教育部施設 

北部共同調理場 文書保管庫 

保健センター 総合公園体育館 安全安心ステーション 

国保年金課 武道館 鹿放ヶ丘ふれあいセンター 

環境政策課 温水プール 国民保養センター鹿島荘 

廃棄物対策課 四街道小学校 南部総合福祉センターわろうべの里 

産業振興課 旭小学校 第一福祉作業所 

都市計画課 南小学校 第二福祉作業所 

道路管理課 中央小学校 サンワーク 

道路建設課 大日小学校 サンワーク山梨ハウス 

建築課 八木原小学校 児童デイサービスセンター 

都市整備課 四和小学校 市営霊園 

下水道課 山梨小学校 駅前トイレ 

会計課 みそら小学校 曝気処理施設 

議会事務局 栗山小学校 今宿市民農園 

選挙管理委員会事務局 和良比小学校 打越市民農園 

監査委員会事務局 吉岡小学校 大割市民農園 

農業委員会事務局 四街道中学校 公園 

第二庁舎 

教育総務課 千代田中学校 市営駐車場 

学務課 旭中学校 防犯灯及び街路灯 

指導課 四街道西中学校 下水道施設 

社会教育課 四街道北中学校   

スポーツ振興課 四街道公民館   
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主要施設別温室効果ガス排出量（t-CO2） 

 

本庁舎 第二庁舎 文化センター 企業庁舎 クリーンセンター 上水道施設 保育所等 教育部施設 消防施設 その他施設 合計

CO2 840.33 63.83 660.68 73.26 10683.62 3278.82 156.08 2855.84 273.42 1739.97 20,626

CH4 0.12 0.01 0.01 0.79 1.14 0.01 0.06 9.32 0.10 2.75 14

N2O 2.15 0.26 0.02 0.23 404.65 1.71 0.03 4.35 1.07 1.32 416

HFC 0.88 0.13 0.01 0.11 0.09 0.00 54.07 0.16 0.57 0.20 56

PFC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

SF6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

合計 843 64 661 74 11,089 3,281 210 2,870 275 1,744 21,112  

 

 

 

 

 

 


